
 

 

鯖江市告示第６２号 

 

 

政策的随意契約による物品の調達（役務の提供）について（契約前公告） 

 

 

西山動物園施設清掃等管理業務委託について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約を行うので、鯖江市財務規則（昭和３９年規

則第４号）第１１６条の２第２項第２号の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

令和 ８年 ３月１８日 

 

鯖江市長 佐々木 勝久 

 

記 

 

１ 契約の内容 

（１）契約名称     西山動物園施設清掃等管理業務委託 

（２）業務内容     仕様書のとおり 

（３）履行期間     令和 ８年 ４月 １日 から 令和 ９年 ３月３１日まで 

（４）契約締結予定日  令和 ８年 ４月 １日 

（５）担当部署および履行箇所 

            鯖江市都市整備部公園住宅課（鯖江市西山町１３－１） 

            電話 ０７７８－５３―２２３９ 

 

２ 契約の相手方の選定基準 

  鯖江市内に所在していること 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第３７条第１項に規定

するシルバー人材センターであること。 

 

３ 契約の相手方の決定方法 

（１）見積合わせを行い、予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した施設と契約する。 

（２）見積書の提出が１施設のみであった場合は、予定価格の制限の範囲内であるか確認のう

え契約する。 

（３）当該見積書の採用決定の効果は、令和７年度予算発行時において生じる。 

   

４ 契約の申込み（見積書の提出）の方法   

（１）提出期限  令和 ８年 ３月 ２６日（木）正午 

（２）提出先    住 所：鯖江市西山町１３－１ 

所 属：整備部公園住宅課 

連絡先：０７７８－５３―２２３９ 

 （３）採用決定に当たっては、見積書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した金額（加算後の金額に、１円未満の端数金額があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって決定金額とするので、契約申込者は、消費税お

よび地方消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。 

 


